
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
四
号

道
路
運
送
法
施
行
法
　
抄

（
他
の
法
令
の
改
廃
）

第
一
条
　
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
旧
法
に
基
く
処
分
等
の
効
力
）

第
十
一
条
　
旧
法
又
は
旧
法
に
基
く
命
令
に
よ
り
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
指
定
そ
の
他
の
行
為
で
、
法
に
各
々

相
当
す
る
規
定
の
あ
る
も
の
は
、
別
に
定
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
に
よ
り
し

た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
施
行
の
際
存
す
る
自
動
車
交
通
事
業
財
団
）

第
十
二
条
　
法
施
行
の
際
現
に
存
す
る
自
動
車
交
通
事
業
財
団
に
つ
い
て
は
、
旧
法
は
、
法
施
行
後
も
、
な
お
、
そ

の
効
力
を
有
す
る
。
但
し
、
旧
法
附
則
第
五
条
の
規
定
の
う
ち
、
旧
自
動
車
交
通
事
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
五

十
二
号
）
第
四
十
五
条
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
）

第
十
三
条
　
法
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
法
は
、
法
施
行
後
も
、
な
お
、
そ
の

効
力
を
有
す
る
。

（
国
に
お
い
て
経
営
す
る
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
条
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
十
六
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は
、

当
該
官
庁
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
計
画
を
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
八
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
第
九
条
及
び
第

十
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
六
月
二
〇
日
法
律
第
二
〇
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
箇
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。
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